
　

今
回
は
、
ア
メ
リ

カ
の
医
療
提
供
体

制
、
と
く
に
民
間
の

非
営
利
（private 

non-profit

）
の
病

院
（
以
下
、
非
営
利

病
院
）
の
動
向
を
取

り
上
げ
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

非
営
利
病
院
は
、

数
的
に
多
数
を
占
め

る
の
み
な
ら
ず
、
機

能
面
で
も
一
般
の
急

性
期
医
療
を
中
心

的
に
担
っ
て
い
ま

す
。
ア
メ
リ
カ
に
も

公
立
病
院
は
あ
り
ま
す
が
、
日
本
と
は
異
な
り
、
連
邦

政
府
立
の
病
院
は
軍
人
・
退
役
軍
人
向
け
の
病
院
で
あ

り
、
ま
た
州
や
地
方
政
府
（
市
・
郡
・
病
院
区
な
ど
）

立
の
病
院
は
、
長
期
精
神
疾
患
患
者
の
入
院
や
無
保
険

者
等
の
医
療
弱
者
の
診
療
な
ど
に
重
点
を
置
い
て
い
ま

す
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
で
は
株
式
会
社
に
よ
る
病
院
経

営
が
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
民
間
の
営
利
（for-

profit
）
病
院
（
以
下
、
営
利
病
院
）
の
多
く
は
株
式

会
社
の
法
人
格
を
有
す
る
か
、
そ
の
傘
下
に
あ
り
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
病
院
の

開
設
者
別
構
成

　

病
院
の
開
設
者
別
構
成
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
病
院

協
会
の
調
査
を
も
と
に
概
観
し
ま
す
（
表
１
）。
２
０

２
０
年
の
全
病
院
６
０
９
３
施
設
の
う
ち
、
一
般
の
急

非
営
利
病
院
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

非
営
利
病
院
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
動
向

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
動
向

京
都
橘
大
学
経
済
学
部
教
授
　
髙
山  

一
夫

ア
メ
リ
カ
の
医
療
政
策
動
向 

（23）

連  載

性
期
医
療
を
担
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
病
院
は
５
１
３
９
、

軍
人
・
退
役
軍
人
病
院
（
す
べ
て
連
邦
政
府
立
）
２
０

７
、
精
神
病
院
（
連
邦
政
府
立
を
除
く
）
６
３
５
、
そ

の
他
（
平
均
在
院
日
数
30
日
超
の
長
期
病
院
や
、学
校
・

刑
務
所
等
に
併
設
さ
れ
た
病
院
）
１
１
２
で
す
（1）

。
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
病
院
の
う
ち
、
２
９
６
０
は
非
営
利
病
院
、

１
２
２
８
は
営
利
病
院
（
投
資
家
所
有
）、
そ
し
て
９

５
１
が
州
・
地
方
政
府
立
の
公
立
病
院
で
す
。
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
病
院
に
限
れ
ば
、
８
割
以
上
が
民
間
の
病
院
で
、

ま
た
６
割
近
く
が
非
営
利
病
院
で
占
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
精
神
病
院
の
開
設
者
別
構
成
に
つ
い
て
、
保

健
福
祉
省
が
２
０
２
０
年
に
実
施
し
た
調
査
で
は
、
精

神
病
院
６
６
８
施
設
に
つ
い
て
、
営
利
病
院
３
１
２
、

非
営
利
病
院
１
５
１
、
公
立
病
院
２
０
５
（
う
ち
州
立

１
７
８
、
地
方
政
府
等
27
）
と
な
っ
て
お
り
、
民
間
の

病
院
が
７
割
を
占
め
る
も
の
の
、
営
利
病
院
が
多
数
を

表１　開設者別にみた病院数と構成比（2020年）
病院数 構成比 （％） うちコミュニティ病院

病院全体 6,093 100.0 −
　コミュニティ病院 5,139 84.3 100.0 
　　非営利病院 2,960 48.6 57.6 
　　営利病院 1,228 20.2 23.9 
　　州・地方政府立病院 951 15.6 18.5 
　連邦政府立病院 207 3.4 −
　精神病院（非連邦政府立） 635 10.4 −
　その他 112 1.8 −

出所） AHA （2022）より作成。
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占
め
て
い
る
点
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
病
院
と
は
異
な
り
ま

す
（2）

。
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
も
そ
う
で
す
が
、
医
療
機

能
よ
り
も
入
所
施
設
と
し
て
の
機
能
が
強
い
施
設
類
型

の
ほ
う
が
、
営
利
病
院
の
割
合
が
高
い
よ
う
で
す
。

　

非
営
利
病
院
の
法
制
度

―
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
提
供

　

ア
メ
リ
カ
の
非
営
利
病
院
の
法
制
度
に
つ
い
て
簡
単

に
ま
と
め
ま
す
（3）

。
ア
メ
リ
カ
の
非
営
利
病
院
は
、
法

的
に
は
、
連
邦
内
国
歳
入
法
（
所
得
税
法
）
の
第
５
０

１
条
⒞
⑶
で
規
定
さ
れ
る
、パ
ブ
リ
ッ
ク
・
チ
ャ
リ
テ
ィ

（
公
益
法
人
）
で
す
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
チ
ャ
リ
テ
ィ
は
、

名
称
の
と
お
り
一
種
ま
た
は
複
数
種
類
の
公
益
活
動
を

担
う
団
体
で
あ
り
、
法
の
定
め
る
組
織
要
件
と
活
動
要

件
を
満
た
せ
ば
、
連
邦
政
府
の
法
人
税
が
免
除
さ
れ
ま

す
（
通
常
は
州
や
地
方
政
府
が
課
す
地
方
税
も
免
除
さ

れ
ま
す
）。
内
国
歳
入
法
に
よ
る
規
定
は
、
公
益
活
動

の
実
施
や
政
治
活
動
の
禁
止
な
ど
、
ご
く
抽
象
的
な
も

の
で
あ
り
、
具
体
的
な
認
定
要
件
は
、
内
国
歳
入
規
則

（Revenue Ruling

）
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
病

院
の
場
合
、
単
に
医
療
を
提
供
す
る
だ
け
で
は
公
益
活

動
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
１
９
６
９
年
内
国
歳
入
規
則
５

４
５
号
（Revenue Ruling 69-545

、
以
下
、
69

年
規
則
）
の
基
準
に
合
致
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

69
年
規
則
は
、
非
営
利
病
院
の
認
定
要
件
と
し
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
（com

m
unity 

benefit

、
以
下
、
Ｃ
Ｂ
）
の
提
供
を
設
け
て
い
ま

す
。
具
体
的
に
は
、
①
救
急
部
門
（em

ergency 
room

）
を
設
置
し
支
払
い
能
力
に
か
か
わ
ら
ず
救
急

患
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
②
理
事
会
・
役
員
会
の

メ
ン
バ
ー
を
当
該
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
選
出
す
る
こ

と
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ボ
ー
ド
の
設
置
）、
③
病
院
施

設
の
利
用
を
特
定
の
医
師
の
み
に
制
限
し
な
い
こ
と

（
オ
ー
プ
ン
・
メ
デ
ィ
カ
ル
・
ス
タ
ッ
フ
・
ポ
リ
シ
ー
）、

④
公
的
医
療
保
険
を
含
め
て
支
払
い
能
力
の
あ
る
す
べ

て
の
患
者
を
診
療
す
る
こ
と
、
⑤
経
営
余
剰
（
利
益
）

を
施
設
・
設
備
の
改
善
や
診
療
に
用
い
る
こ
と
、
⑥
経

営
余
剰
を
医
療
従
事
者
の
教
育
・
研
修
や
医
学
研
究
の

発
展
に
用
い
る
こ
と
を
、
非
営
利
病
院
の
認
定
基
準
と

し
て
例
示
し
て
い
ま
す
（4）

。
69
年
規
則
は
あ
く
ま
で
基

準
な
い
し
目
安
で
あ
り
、
実
際
に
は
内
国
歳
入
庁
が
個

別
の
事
情
に
基
づ
い
て
認
定
す
る
よ
う
で
す
。

　

69
年
規
則
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
第
１
に
、
救
急
部

門
は
支
払
い
能
力
に
関
わ
り
な
く
受
け
入
れ
が
求
め
ら

れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
外
来
や
救
急
以
外
の
病
棟

で
の
診
療
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
定
め
が
な
い
こ

と
で
す
。
じ
つ
は
、
１
９
５
６
年
規
則
（Revenue 

Ruling 56-185

）
で
は
、
１
９
４
６
年
病
院
調
査
・

建
設
法
（
ヒ
ル
・
バ
ー
ト
ン
法
）
に
お
け
る
連
邦
補
助

金
の
交
付
要
件
を
受
け
て
、
支
払
い
能
力
に
か
か
わ
ら

ず
患
者
を
診
療
す
る
こ
と
―
無
料
な
い
し
減
額
で
の
診

療
を
認
め
る
慈
善
的
医
療
（charity care

）
の
提

供
―
を
、
非
営
利
病
院
の
認
定
要
件
と
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
１
９
６
５
年
社
会
保
障
法
に
よ
り
公
的
医
療

保
険
メ
デ
ィ
ケ
ア
お
よ
び
医
療
扶
助
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
が

創
設
さ
れ
た
こ
と
を
大
き
な
論
拠
と
し
て
、
69
年
規
則

アメリカの医療政策動向

表２　非営利病院におけるコミュニティ・ベネフィット支出の動向
（2016年）

総支出額
（百万ドル）

純支出額 1）

（百万ドル） 総費用比
（%）

コミュニティ・ベネフィットの総計 198,207 75,111 9.42 
　慈善的医療および未償還医療費 143,884 48,216 6.05 
　　慈善的な医療提供 15,048 12,636 1.58 
　　メディケイドの未償還医療費 125,090 34,281 4.30 
　　その他公的プログラムに伴う
　　未償還医療費 3,745 1,299 0.16 

　その他の諸活動 54,323 26,895 3.37 
　　コミュニティにおける健康増進活動 3,594 2,947 0.37 
　　医療専門職者の教育 16,643 11,627 1.46 
　　不採算医療サービスの提供 21,236 6,622 0.83 
　　研究 10,724 3,641 0.46 
　　地域諸団体への現金・現物の寄付 2,126 2,059 0.26 

1） 総支出額から各種の補助金等収入を控除した支出額。
出所）注10の文献より作成。
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で
は
そ
う
し
た
規
定
が
削
除
さ
れ
、
認
定
の
基
準
が
貧

困
の
救
済
か
ら
Ｃ
Ｂ
の
提
供
に
置
き
代
え
ら
れ
ま
し
た
。

た
だ
し
、
無
保
険
者
な
ど
支
払
い
能
力
に
乏
し
い
医
療

弱
者
に
対
す
る
慈
善
的
医
療
の
提
供
は
、
今
日
に
お
い

て
も
、
非
営
利
病
院
の
認
定
に
際
し
て
重
き
を
置
か
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。

　

第
２
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ボ
ー
ド
の
設
置
が
注
目

さ
れ
ま
す
。
内
国
歳
入
庁
は
、
病
院
の
職
員
や
医
師
の

み
で
役
員
会
が
構
成
さ
れ
る
と
、
関
係
者
の
私
益
が
追

求
さ
れ
、
Ｃ
Ｂ
の
提
供
が
軽
視
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る

よ
う
で
す
。
非
営
利
組
織
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、

日
本
で
も
医
療
法
人
や
社
会
福
祉
法
人
の
制
度
が
改
革

さ
れ
、
最
近
で
は
学
校
法
人
の
制
度
改
革
も
議
論
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

第
３
に
、
オ
ー
プ
ン
・
メ
デ
ィ
カ
ル
・
ス
タ
ッ
フ
・

ポ
リ
シ
ー
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
医
師
は
原
則
的

に
勤
務
医
で
は
な
く
、
病
院
と
は
別
の
法
人
等
と
し
て

組
織
さ
れ
、
施
設
利
用
契
約
を
取
り
結
ぶ
こ
と
が
通
例

で
あ
る
と
の
事
情
を
指
摘
で
き
ま
す
。
た
だ
、
元
々
の

考
え
は
、
医
師
が
開
設
し
た
病
院
に
お
い
て
、
自
分
の

患
者
だ
け
を
入
院
さ
せ
る
等
の
行
為
を
規
制
す
る
た
め

に
導
入
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
内
国
歳

入
庁
は
、
支
払
い
能
力
の
あ
る
地
域
住
民
が
ひ
ろ
く
受

診
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
を
も
っ
て
、
Ｃ
Ｂ
の
提
供

と
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

69
年
規
則
は
、
１
９
７
０
年
代
か
ら
80
年
代
に
か
け

て
、
慈
善
的
医
療
の
提
供
抑
制
を
懸
念
し
た
福
祉
団

体
や
地
方
税
収
の
減
少
を
問
題
視
し
た
自
治
体
な
ど
に

よ
っ
て
、
何
度
か
訴
訟
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
そ
う

し
た
経
緯
も
あ
り
、
ユ
タ
州
（
１
９
９
０
年
）
や
テ
キ

サ
ス
州
（
１
９
９
３
年
）
を
皮
切
り
に
、
２
０
２
０
年

ま
で
に
７
つ
の
州
が
非
営
利
病
院
に
対
し
て
Ｃ
Ｂ
の
支

出
額
の
報
告
を
求
め
て
い
ま
す
（5）

。
テ
キ
サ
ス
州
で
は
、

報
告
の
み
な
ら
ず
Ｃ
Ｂ
の
支
出
額
の
最
低
基
準
を
定
め
、

未
達
成
の
場
合
は
州
税
の
免
税
措
置
を
見
直
す
仕
組
み

を
も
設
け
て
い
ま
す
（6）

。

　

連
邦
議
会
で
も
、
２
０
０
４
年
か
ら
２
０
０
８
年
に

か
け
て
、
非
営
利
病
院
の
Ｃ
Ｂ
支
出
が
免
税
措
置
、
す

な
わ
ち
租
税
補
助
金
（tax expenditure

）
に
見
合
っ

た
水
準
で
あ
る
か
が
問
題
視
さ
れ
、
会
計
検
査
院
に

よ
る
調
査
や
議
会
公
聴
会
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
内
国
歳
入
庁
は
２
０
０
９
年
に
非
営
利
団
体
に
毎

年
提
出
を
義
務
付
け
て
い
る
報
告
様
式
９
９
０
を
改
訂

し
、
非
営
利
病
院
に
対
し
て
、
Ｃ
Ｂ
の
支
出
額
に
関
す

る
報
告
を
義
務
付
け
ま
し
た
（Schedule-H

）。
非
営

利
病
院
の
報
告
様
式
で
は
、
Ｃ
Ｂ
に
関
す
る
具
体
的
な

項
目
と
し
て
、
①
医
療
の
提
供
（
慈
善
的
医
療
お
よ
び

未
償
還
医
療
費
）、
②
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
健
康
の

改
善
、
③
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
各
団
体
に
対
す
る
貢
献
お

よ
び
医
学
研
究
・
教
育
へ
の
貢
献
に
つ
い
て
、
毎
年
の

支
出
額
を
記
載
す
る
よ
う
求
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
２

０
１
０
年
制
定
の
Ａ
Ｃ
Ａ
法
（
オ
バ
マ
ケ
ア
）
に
よ
り
、

２
０
１
２
年
度
以
降
、
各
病
院
は
３
年
ご
と
に
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
・
ヘ
ル
ス
・
ニ
ー
ズ
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
Ｃ
Ｈ

Ｎ
Ａ
）
を
実
施
し
、
そ
れ
ら
ニ
ー
ズ
を
充
足
す
る
た
め

の
戦
略
を
策
定
し
報
告
す
る
こ
と
も
、
新
た
に
追
加
さ

れ
ま
し
た
（7）

。

　

負
担
の
軽
減
と

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
動
向

　

非
営
利
病
院
に
お
け
る
負
担
の
軽
減
と
Ｃ
Ｂ
の
提
供

は
、
実
際
に
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま

ず
、
負
担
の
軽
減
に
つ
い
て
、
両
院
合
同
租
税
委
員
会

（Joint Com
m

ittee on T
axation

）
は
、
各
種

の
免
税
額
（
連
邦
・
州
の
法
人
税
、
州
・
地
方
政
府
の

売
上
税
、
地
方
政
府
の
固
定
資
産
税
）
に
加
え
て
、
税

制
優
遇
さ
れ
る
一
般
の
寄
付
金
の
獲
得
に
よ
る
資
金
調

達
コ
ス
ト
の
節
減
、
さ
ら
に
は
病
院
の
設
備
投
資
の
た

め
に
発
行
さ
れ
た
州
免
税
債
に
よ
る
金
利
負
担
の
軽
減

の
合
計
と
し
て
把
握
し
、
２
０
０
２
年
に
非
営
利
病
院

が
得
た
負
担
軽
減
額
を
１
２
６
億
ド
ル
と
推
計
し
ま
し
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た
。
同
じ
推
計
方
法
を
用
い
た
そ
の
後
の
研
究
で
は
、

２
０
１
１
年
の
負
担
軽
減
額
を
２
４
６
億
ド
ル
と
推
計

し
て
い
ま
す
（8）

。

　

他
方
、
非
営
利
病
院
が
提
供
し
た
Ｃ
Ｂ
に
つ
い
て

は
、
と
く
に
慈
善
的
医
療
の
支
出
額
に
着
目
し
、
病
院

の
総
費
用
に
占
め
る
割
合
を
開
設
者
類
型
間
で
比
較
す

る
研
究
が
多
数
あ
り
ま
す
。２
０
１
８
年
時
点
の
メ
デ
ィ

ケ
ア
病
院
費
用
報
告
（M

edicare Hospital Cost 
Report

）
を
分
析
し
た
最
近
の
実
証
研
究
に
よ
れ
ば
、

費
用
１
０
０
ド
ル
当
た
り
の
慈
善
的
医
療
支
出
は
、
公

立
病
院
４
・
１
ド
ル
、
営
利
病
院
３
・
８
ド
ル
に
対
し
て
、

非
営
利
病
院
は
２
・
３
ド
ル
に
留
ま
る
と
の
こ
と
で
す
（9）

。

た
だ
し
、
研
究
の
結
果
、
慈
善
的
医
療
の
支
出
額
は
病

院
ご
と
の
ば
ら
つ
き
が
大
き
く
、
開
設
者
類
型
間
で
系

統
的
な
違
い
が
見
い
だ
せ
な
い
よ
う
で
す
。
慈
善
的
医

療
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
公
立
病
院
は
定
款
に
含
め
る

こ
と
が
通
例
で
あ
る
一
方
、
営
利
病
院
の
場
合
も
、
法

的
な
義
務
は
特
に
な
い
と
は
い
え
、
当
該
支
出
額
は
損

金
処
理
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
人
税
と
相
殺
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
し
た
事
情
が
、
開
設
者
類
型
間

に
お
け
る
違
い
を
小
さ
く
し
て
い
る
要
因
と
し
て
指
摘

で
き
ま
す
。

　

内
国
歳
入
庁
自
身
も
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
病
院
費
用
報
告

を
も
と
に
、
Ｃ
Ｂ
支
出
の
動
向
を
連
邦
議
会
に
報
告
し

アメリカの医療政策動向

て
い
ま
す
。
２
０
１
６
年
の
デ
ー
タ
を
用
い
た
報
告
書

に
よ
れ
ば
、
非
営
利
病
院
の
Ｃ
Ｂ
支
出
の
総
額
は
１
９

８
２
億
ド
ル
で
、
Ｃ
Ｂ
活
動
に
関
連
し
た
補
助
金
等
収

入
を
控
除
し
た
純
支
出
額
は
７
５
１
億
ド
ル
で
し
た

（10）

。

先
に
紹
介
し
た
会
計
検
査
院
等
の
調
査
と
は
金
額
に
ず

い
ぶ
ん
開
き
が
あ
り
ま
す
が
、
内
国
歳
入
庁
の
推
計

で
は
病
院
の
集
計
範
囲
を
広
く
取
り
、
多
施
設
型
組
織

（m
ultifacility organizations

）
や
個
人
病
院
な
ど

を
含
め
た
た
め
で
あ
る
そ
う
で
す

（11）

。
内
国
歳
入
庁
の
報

告
で
も
、
慈
善
的
医
療
の
支
出
額
が
総
費
用
に
占
め
る

割
合
は
、
公
立
病
院
３
・
65
％
、
営
利
病
院
２
・
62
％

に
対
し
て
、
非
営
利
病
院
は
２
・
05
％
と
、
や
は
り
非

営
利
病
院
が
高
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
（
統
計
的
有
意
差

の
有
無
は
不
明
）。
た
だ
し
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
未
償

還
医
療
費
（unreim

bursed costs

：
医
療
費
と
支

払
額
と
の
差
額
）
に
関
し
て
は
、
非
営
利
病
院
は
３
・

38
％
で
、
公
立
病
院
の
３
・
44
％
と
同
水
準
に
あ
り
ま

す
（
営
利
病
院
は
２
・
22
％
）。
他
方
、
営
利
病
院
は
、

地
方
政
府
に
よ
る
独
自
の
制
度
に
関
連
し
た
未
償
還
医

療
費
の
支
出
割
合
が
５
・
42
％
と
、
公
立
病
院
（
１
・

21
％
）
や
非
営
利
病
院
（
０
・
94
％
）
よ
り
も
高
い
で
す
。

公
立
お
よ
び
非
営
利
病
院
と
営
利
病
院
と
の
あ
い
だ
に

は
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
受
給
者
と
地
方
独
自
の
制
度
対
象

者
の
い
ず
れ
の
医
療
困
窮
者
を
重
複
す
る
か
で
、
少
し

違
い
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
内
国
歳
入
庁
の
資
料
で
は
、
非
営
利
病
院
に

つ
い
て
の
み
、
慈
善
的
医
療
や
未
償
還
医
療
費
以
外

の
さ
ま
ざ
ま
な
Ｃ
Ｂ
活
動
に
関
す
る
支
出
も
集
計
し
て

い
ま
す
。
２
０
１
６
年
の
Ｃ
Ｂ
の
純
支
出
（
Ｃ
Ｂ
の
総

支
出
か
ら
補
助
金
等
収
入
を
控
除
し
た
も
の
）
の
総
費

用
に
対
す
る
割
合
は
、
慈
善
的
医
療
お
よ
び
未
償
還
医

療
費
が
６
・
05
％
（
４
８
２
億
ド
ル
）
に
対
し
て
、
そ

の
他
の
諸
活
動
は
３
・
37
％
（
２
６
９
億
ド
ル
）
で
し

た
。
内
訳
を
み
る
と
、
医
療
専
門
職
者
の
教
育
（
１
１

６
億
ド
ル
）
が
大
き
く
、
次
い
で
不
採
算
医
療
サ
ー
ビ

ス
（subsidized health services

）
の
提
供
（
66

億
ド
ル
）
と
な
っ
て
い
ま
す
（
表
２
）。

　

非
営
利
病
院
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
実
施
す
る
こ
れ
ら

の
諸
活
動
に
つ
い
て
、
あ
る
研
究
で
は
、
①
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
ボ
ー
ド
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
倫
理
、
②
Ｃ
Ｈ
Ｎ
Ａ

の
過
程
・
内
容
・
効
果
、
③
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
特
徴
と
そ
の
影
響
・
評
価
、
④
病
院
の
支
出
と

関
連
要
因
、
⑤
人
び
と
の
健
康
へ
の
寄
与
、
⑥
Ｃ
Ｂ
制

度
に
対
す
る
政
策
提
言
と
い
っ
た
諸
点
に
つ
い
て
、
２

０
１
０
年
か
ら
19
年
に
発
表
さ
れ
た
実
証
研
究
を
レ

ビ
ュ
ー
し
て
い
ま
す

（12）

。
た
だ
し
、
Ｃ
Ｂ
活
動
の
効
果

等
に
関
す
る
定
量
的
な
分
析
は
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、

今
後
の
研
究
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

文化連情報  2022. ７  №53247



⑴American Hospital Association, Hospital Statistics 2022 .
⑵Department of Health and Human Services, National Mental Health Services Survey（N-MHSS）: 2020.
⑶詳しくは、髙山一夫（2020年）『アメリカの医療政策と病院業−企業性と公益性の狭間で』法律文化社、を参照

してください。
⑷Internal Revenue Service （IRS）, “Charitable Hospitals- General Requirements for Tax-Exemption Under Section 

501（c）（3）”（2021年8月3日更新版）
⑸K. Barnett （2020）. “Community Benefit: Policies, Practices, and Opportunities at the Half-Century Work”, Frontiers 

in Public Health, Vol. 8, https://doi.org/10.3389/fpubh. 2020.00289
⑹テキサス州のCB規制法については、同州がACA法（オバマケア）によるメディケイド受給要件の緩和に反対し

ていることも背景にあります。
⑺IRS, “Community Health Needs Assessment for Charitable Hospital Organizations - Section 501⒭⑶”（2021年8月3

日更新版）
⑻S. Rosenbaum, et al.（2015）. “The value of the nonprofit hospital tax exemption was $24.6 billion in 2011”, Health 

Affairs,  34⑺: 1225-1233. なお、合同租税委員会の報告書そのものは非公開ですが、結果は議会予算局の報告書（CBO, 
Nonprofit Hospitals and the Provision of Community Benefits, December 2006）などで窺い知ることができます。

⑼Bai, G., et al. （2021）. “Analysis suggests government and nonprofit hospitals’ charity care is not aligned with their 
favorable tax treatment”, Health Affairs,  40⑷: 629-636.

⑽IRS, Report to Congress on Private Tax-Exempt, Taxable and Government-Owned Hospitals,  March 2020.
⑾Rosenbaum, op. cit.,  p. 1226.
⑿M.D. Rozier (2020). “Nonprofit Hospital Community Benefit in the U.S.: A Scoping Review From 2010 to 2019”, 

Frontiers in Public Health,  Vol. 8, https://doi.org/10.3389/ fpubh.2020.00072. 

令和４年度「第11回厚生連医療メディエーター養成研修会」
中止のお知らせ

　令和４年11月25日（金）～27日（日）に開催を予定しておりました「第11回厚生連医療メディ
エーター養成研修会」につきまして、諸般の事情により今年度は開催を中止することにい
たしましたので、お知らせいたします。
　参加をご検討されていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご容赦のほどお願いい
たします。
　次年度以降につきましては、現在のところ未定となっております。
【お問合せ】
 文化連　厚生連医療メディエーター養成研修会事務局　馬場　池上
 　 Tel：03-5302-3778　 e-mail：mediator@bunkaren.or.jp

文化連情報  2022. ７  №532 48


